
第4回大田区都市計画マスタープラン改定委員会

○新旧対照表
ページ 項目 新（改定原案） 旧（改定素案）

都市計画マスタープランとは

P3
２．都市計画マスター
プランが扱う内容

都市計画マスタープランの位置づ
け
個別計画・条例名を分野で記載
区民の位置づけ明記

上位・関連計画との関係図

P5
４．目標
（２）将来人口の想定

人口想定の根拠の記載 人口想定の根拠の記載なし

Ⅰ.大田区の特性と課題

P8 【資料】昼夜間人口比
出典データ元の追記
（P10、12～15も同様に追加）

出典データ元の追記なし

P9
１．大田区の特性
（３）広域的にみた大
田区の位置

第4滑走路や国際線ターミナルが
供用開始されました。

第4滑走路の建設や国際線ターミ
ナルの拡充による機能拡充が進ん
でいます。

　また、自動車の円滑な通行、歩
行者の安全面や福祉、環境面への
配慮など、効率性と安全性、快適
性を重視する道路の整備が必要と
されています。

　また、自動車の通行を主体とす
る効率性を優先した従来の道路の
考え方を転換し、歩行者の安全面
や福祉、環境面に配慮し、安全性
と快適性を重視する道路の整備が
必要とされています。

Ⅱ.都市の将来像

P22

１．都市づくりの理念
（２）都市づくりの方
向性
⑤地球環境に配慮した
都市づくり

　このため、省エネルギー化の徹
底、再生可能エネルギーの活用や
緑化・・・・

　このため、再生可能エネルギー
の活用や緑化・・・・

○中心拠点
・・・また、産業、文化交流機能
や業務機能の集積化を図っていく
羽田空港跡地やその周辺地区
を、・・・

○中心拠点
・・・また、産業支援・文化交流
を中心とした業務機能の集積化を
図っていく羽田空港跡地・周辺地
区を、・・・

Ⅲ.部門別方針

２．土地利用方針
⑬

⑬防災性の向上を図る地区
・・・市街地環境を改善し、防災
性の向上を図ります。

⑬密集改善型市街地
・・・市街地環境の改善を図りま
す。

「・未整備の都市計画道路につい
て、整備の優先度等を定める事業
化計画の検討とあわせて、必要性
を検証します。」を追記。

記載なし

P38

２．交通ネットワーク
（２）
②新しい公共交通網の
整備再編

・・・主要鉄道駅からの新しい公
共交通システム導入推進やバス
サービス等が充実するよう・・・

・・・主要鉄道駅からのバスサー
ビス等がさらに充実するよ
う・・・

P24
２．都市構造
（２）拠点等の配置と
ネットワーク

P34

大田区都市計画マスタープラン（改定原案）の変更点について

P16

２．都市計画の課題
（３）ネットワークを
重視した都市交通体系
の整備の必要性

P37

２．交通ネットワーク
（１）
①都市計画道路網の整
備

資料 ２
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ページ 項目 新（改定原案） 旧（改定素案）

・風致地区、生産緑地地区、各種
都市計画制度、開発指導などによ
り、・・・
（P41④も同様）

・風致地区、生産緑地地区、各種
地区計画制度、開発指導などによ
り、・・・

「・平成22年5月に、東京都と区
市町村が合同で策定した「緑確保
の総合的な方針」に基づき、緑の
保全・創出を図ります。」を追
記。

記載なし

３．水と緑
【施策】
③みどりのネットワー
クづくり

「・河川や公園などを軸として、
広がりと厚みをもった豊かなみど
り、オープンスペース、良好な景
観などがネットワークされたまち
をめざします。」と追記

記載なし

５．ユニバーサルデザ
イン
【現況と課題】

　これまでは、ノーマライゼー
ションの理念の下に、バリアフ
リーの考え方で高齢者や障がい者
等が安心して生活できるまちづく
りが求められていました。そのた
め、東京都福祉のまちづくり条例
及び大田区福祉のまちづくり整備
要綱に基づいて、高齢者や障がい
者にやさしい施設の整備や整備へ
の誘導等を推進してきました。
　今後は、年齢や性別、国籍等に
かかわらず、多様な人々が・・・

　少子高齢化の進展に伴い、ノー
マライゼーションの理念の下に、
高齢者や障がい者、子ども等誰も
が安心して生活できるまちづくり
が求められています。
　こうしたまちづくりを実現して
いくために、東京都福祉のまちづ
くり条例及び大田区福祉のまちづ
くり整備要綱に基づいて、高齢者
や障がい者にやさしい施設の整備
や誘導を推進してきました。今後
は、高齢者や障がい者だけでな
く、年齢、性別、言語等にかかわ
らず、多様な人々が・・・

・ユニバーサルデザインに配慮し
た地域づくりを進めるにあた
り、・・・

・福祉のまちづくりを実践してい
くにあたり、・・・

・地域に住む高齢者や障がい者、
子育て中の親、外国人等のあらゆ
る区民の目線で、地域の生活道路
や公園、公共施設等を安全に利用
できるよう点検を行ったり、快適
に利用できるような改善提案を行
うなど、住環境整備に努めます。

・地域の区民がもっている相互扶
助と助け合いの気持ちをまちづく
りの中に活かし、高齢者や障がい
者がともに生活できる地域の形成
を目的としたコミュニティの育成
を推進するため、地域コミュニ
ティ形成に資する施設等の整備を
推進します。
・高齢者や障がい者が安心できる
住環境をつくるため、既存住宅の
バリアフリーなどの住宅改修の支
援や、地域の住民と高齢者や障が
い者が一緒になって地域の道路や
公園、公共施設の点検を行うな
ど、住環境整備に努めます。

５．ユニバーサルデザ
イン
【施策】
②ユニバーサルデザイ
ンに配慮した公共交通
づくり

・・・バス停の配置を見直すとと
もに、バス停及びその周辺のサイ
ン整備計画等におけるユニバーサ
ルデザインの導入を推進
し、・・・

・・・バス停の配置を見直すとと
もに、段差の少ないバス停及びそ
の周辺のユニバーサルデザインの
導入を推進し、・・・

３．水と緑
【施策】
①みどりの保全と再生

Ｐ40

５．ユニバーサルデザ
イン
【施策】
①ユニバーサルデザイ
ンに配慮した地域づく
り

Ｐ44
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ページ 項目 新（改定原案） 旧（改定素案）

P44

５．ユニバーサルデザ
イン
【施策】
②ユニバーサルデザイ
ンに配慮した公共交通
づくり

・ 駅からバスなどの公共交通へ
円滑に乗り換えができるよう、駅
周辺の情報提供やサイン計画、歩
行空間におけるユニバーサルデザ
インの導入や、駅でのエスカレー
ターやエレベーターを含めた、誰
もが安全で快適に利用できる設備
の設置誘導を図ります。

・ 駅からバスなどの公共交通へ
円滑に乗り換えができるよう、駅
にエスカレーターやエレベーター
設置の推進を図ります。

・・・おいては、敷地内の通路や
駐車場、出入口、廊下、階段、エ
レベーター等において、ユニバー
サルデザインの視点に基づき整備
を進めます。

・・・おいてはユニバーサルデザ
インの視点に基づき整備を進める
ことを前提とし、敷地内の通路や
駐車場、出入口、廊下、階段、エ
レベーター等において高齢者や車
いす等の障がい者に十分配慮した
計画とします。

・ 大田区サイン基本計画を踏ま
え、施設案内等の標識を、誰もが
わかりやすいデザインや配色、多
言語に対応した表記、音声などに
より表示することで、安心できる
公共空間づくりに努めます。

・ ユニバーサルデザインの視点
に基づいた配色により、施設の分
かりやすい表示や案内などにより
安心できる公共空間づくりに努め
ます。

５．ユニバーサルデザ
イン【施策】
④大田区ユニバーサル
デザインのまちづくり
基本方針に基づく総合
的な施策の推進

・・・誰もが安心して快適に過ご
せるまちづくりを・・・

下線部削除
・・・誰もが日常の中でやさしい
まちであると感じることができ、
安心して快適に過ごせるまちづく
りを・・・

P47

６．住宅・住環境
【施策】③地域の特性
に対応した住環境の保
全や改善

・開発指導要綱に定める事前協議
や環境に対する配慮に係る項目を
「地域力を生かした大田区まちづ
くり条例」に位置づけ、事業者の
まちづくりへの参加を明確にする
とともに指導を強化し、地域の特
性に対応した住環境の保全・改善
を図ります。

記載なし

７．産業【施策】
①「ものづくり」産業
の集積の維持・強化に
向けた土地利用・基盤
づくり

・大田区産業の最大の特徴である
工業の維持・発展及び他地域から
の企業立地の促進を図るため、計
画的な土地利用の誘導や操業環境
の整備を進めます。

・大田区産業の最大の特徴である
工業を維持・発展させるため、計
画的な土地利用の誘導や基盤づく
りを進めます。そのために、企業
立地の促進や操業環境の整備を図
ります。

７．産業【施策】
②地域の特性に見合っ
た工業の配置

・工業系地域では、・・・・支援
により、ものづくりの基盤的産業
や高付加価値産業の立地促進
と・・・

・工業系地域では、・・・・支援
により、鋳物や鍛造、メッキと
いった基盤的産業の立地促進
と・・・

９．環境
【将来の目標】

・・・都市基盤や空間が整ったま
ち、未利用エネルギー・再生可能
エネルギーを基盤にしたまち

・・・都市基盤や空間が整ったま
ち、再生可能エネルギーを基盤に
したまち

９．環境【施策】
①環境に配慮した良質
な都市施設の維持・形
成

・・・廃棄物の軽減を図り、ライ
フサイクルCO2を削減します。 ・・・廃棄物の軽減を図ります。

５．ユニバーサルデザ
イン
【施策】
③ユニバーサルデザイ
ンに配慮した公共性の
高い建築物や空間づく
りP45

Ｐ48

P54
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ページ 項目 新（改定原案） 旧（改定素案）

９．環境【施策】
②環境への負荷の軽減

・・・また、都市開発や大規模建
築物の建設によって発生するCO2
排出量の削減に向けた誘導や、下
水の高度処理や合流式下水道の改
善を推進し、東京湾や河川等の環
境改善に努めます。

・・・また、下水道の質の向上に
よる河川の環境改善に努めます。

③未利用エネルギー・再生可能エ
ネルギー利用促進

③再生可能エネルギー利用促進

区民及び事業者による太陽エネル
ギー（光・熱）や風力などの・・

区民及び事業者による太陽光や風
力などの・・

Ⅳ.地域別構想

P63
台地部地域
地域課題図

課題図を追加
（他地域（P71、P80、P87、P95、
P104）も同様）

記載なし

P65
＜多摩川を活用したま
ちづくり＞

○堤防沿いの並木の植栽などに
よって、河川空間を活かした水と
緑のネットワークづくりを推進
し、潤いと憩いの場の形成を図り
ます。
（P89、97も同様）

○堤防沿いの並木の植栽などに
よって、潤いと憩いの場の形成を
図ります。
○スーパー堤防事業の推進にあ
たっては、・・・

・・・周辺市街地の整備とあわせ
た総合的な治水対策を推進しま
す。
（P89、P98も同様）

・・・周辺市街地の整備とあわせ
たスーパー堤防事業の推進を働き
かけます。

Ｐ72
＜魅力ある地域のまち
づくり拠点の形成＞

○臨海部との交通結節点としての
役割を担う平和島駅周辺は、ユニ
バーサルデザインの視点で都市空
間づくりを進め、安心して買物が
できる商業地の形成を図ることに
より、地域のまちづくり拠点の形
成をめざします。

○平和島駅周辺は、大森地域北東
部の地域のまちづくり拠点である
とともに臨海部との交通結節点と
しての役割も担うことから、安心
して買い物ができる商業地の形成
とユニバーサルデザインの視点で
まちづくりを促進します。

P73
＜防災性の向上を図る
地区＞

＜防災性の向上を図る地区＞
（P82、P97も同様）

＜密集改善型市街地＞

＜地域特性と資源を活
かした景観づくり＞

美原通り 三原通り

地域冷暖房等の面的利用を図ると
ともに、未利用エネルギー・再生
可能エネルギーを活用することに
より・・・

地域冷暖房施設を導入し、未利用
エネルギーを活用することによ
り・・・

「○都市開発や大規模建築物の建
設において、環境負荷の低減など
への配慮や、環境性能に優れた建
築物への誘導を図ります。」と追
記。
（蒲田地域Ｐ83、糀谷・羽田地域
Ｐ99も同様）

記載なし

Ｐ76
大森地域
地域別構想方針図

中心拠点の位置を若干南へ
（Ｐ26、Ｐ53も同様に）

大森駅を中心に中心拠点の位置を
図示

＜水と緑のネットワー
クの形成＞

○長い間、地域に親しまれてきた
呑川は、河川の環境保全と・・・

○河川の環境保全と・・・

９．環境【施策】
③再生可能エネルギー
利用促進

Ｐ82

Ｐ66
＜災害に強いまちづく
り＞

＜低炭素社会の実現＞P75

Ｐ74

P54
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ページ 項目 新（改定原案） 旧（改定素案）

P92～
Ｐ93

＜都市計画道路の整備
＞

・・・羽田ランプ付近の交差点改
良等、羽田空港周辺地域における
幹線道路の円滑な交通流動の確保
が・・・

・・・羽田ランプ付近の交差点改
良等、幹線道路における円滑な交
通流動の確保が・・・

＜蒲田、大森地域と連
携した中心拠点づくり
＞

＜蒲田、大森地域と連携した中心
拠点づくり＞
・・・蒲田・大森地域と連携した
中心拠点の形成を・・・
（「第３の」という記述を削除Ｐ
105、Ｐ112③も同様）

＜蒲田、大森地域と連携した第３
の中心拠点づくり＞
・・・蒲田・大森地域と連携した
第３の中心拠点の形成を・・・

P97
＜交通の円滑化と道路
ネットワークの形成＞

○羽田空港周辺地域における慢性
的な交通渋滞が発生している環状
8号線の大鳥居交差点や首都高速
道路羽田ランプ付近等の主要交差
点は、・・・

○慢性的な交通渋滞が発生してい
る環状8号線の大鳥居交差点や首
都高速道路羽田ランプ付近等の主
要交差点は、・・・

○羽田空港跡地利用基本計画に位
置づけられている天空橋駅周辺の
第１ゾーンについては・・・

○特に天空橋駅周辺の第１ゾーン
については・・・

＜陸・海・空の玄関口
としてふさわしい景観
の形成＞

○ 空港臨海部は、東京都景観計
画に定める臨海景観基本軸に位置
づけられており、・・・

○ 空港臨海部は、臨海景観基本
軸に位置づけられており、・・・

＜中心拠点の形成＞
・・・海老取川及び多摩川沿いの
緑地帯を活用した・・・
（P112も同様に修正）

・・・護岸プロムナードを活用し
た・・・

＜道路ネットワークの
形成＞

・・・京浜３港の連携促進を図る
ために、円滑な交通の流れとなる
よう新たな道路網のあり方につい
て検討するとともに、国道357号
線・・・

・・・京浜３港の連携促進を図る
ために、国道357号線・・・

＜公共交通体系の充実
＞

○空港臨海部に隣接する内陸市街
地における交通不便地域の解消を
図るために、モノレール駅等まで
のアクセス道路の整備を進めると
ともに、主要鉄道駅からの新たな
バス網の検討を進めます。

記載なし

Ⅴ．重点課題の整備の方向

Ｐ112 ③(ｱ)羽田空港跡地
・・・活用できる多様な機能を発
揮します。

・・・活用できる多用途な機能を
発揮します。

用語集

＜羽田空港跡地等の活
用＞

Ｐ106

Ｐ105

P96

Ｐ102

Ｐ101
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ページ 項目 新（改定原案） 旧（改定素案）

P122～
128

●エイトライナー構想
●大田区基本構想
●大田区地域防災計画
●おおた未来プラン10年
●橋梁長寿命化修繕計画
●国際コンテナ戦略
●骨格防災軸
●東京都景観計画
●羽田空港跡地利用基本計画
●緑確保の総合的な方針
●未利用エネルギー
●六郷用水

記載なし

Ｐ124
ーさ行ー
●再生可能エネルギー

「太陽光、風力そのほか非化石エ
ネルギーのうち、エネルギー源と
して永続的に利用することができ
ると認められるものをいいます。
具体的には、太陽光、風力、水
力、地熱、太陽熱、大気中の熱そ
のほかの自然界に存する熱、バイ
オマス（動植物に由来する有機物
であってエネルギー源として利用
することができるもの化石燃料を
除く）を指します。」
　（出典：エネルギー供給構造高
度化法施行令　第４条）

「有限で枯渇の危険性を有する石
油・石炭などの化石燃料や原子力
と対比して自然環境の中で繰り返
し起こる現象から取り出すエネル
ギーの総称です。具体的には、太
陽光と太陽熱、水力（ダム式発電
以外の小規模なものを言うことが
多い）や風力、バイオマス（持続
可能な範囲で利用する場合）、地
熱、波力、温度差などを利用した
自然エネルギーと、廃棄物の焼却
熱利用・発電などのリサイクルエ
ネルギーを指します。」

Ｐ125
ーた行ー
●多摩川河川環境管理
計画

文章追加
多摩川の河川管理者である国が昭
和55年に策定し、平成13年に計画
を改定するとともに、法定計画で
ある「多摩川水系河川整備計画」
に内容を組込みました。

後段の文章なし
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